
              

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催：神奈川県かながわ労働センター県央支所 （申込・問合せ 046-296-7311） 

共催：海老名市 

令和５年度 労働講座（海老名） 

海老名市役所 ４階 401 会議室 

働き方改革の一環として、2019年 4月から、時間外・休日労働に関する上限規制が施行

されています。そして、2024年 4月からは、トラックドライバーなどへも新たな規制が始

まる予定です。 

今回の講座では、労働時間の基本と上限規制の諸問題について学びます。 

参加無料 

７月 ２５日（火） 

15：00～17：00 

▽労働時間とは  

▽時間外・休日労働とは 

▽３６協定  

▽時間外労働を命じられない場合 

▽2019 年施行の上限規制 ▽上限規制の諸問題  

▽2024 年 4 月施行 トラックドライバーなどへの改正改善基準告示の要点 

▽時間外・休日労働手当 

・中小企業に対しての月６０時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げ 

 

人事労務担当者、労働者など どなたでも 

 

 

各回30 名   

事前申込制（先着順） 

 

 

 

電話 (下記問合せ先)、ファクシミリ （裏面の申込書） 

ホームページ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/w4v/cnt/f7599/index.html 

定 員 

対 象 

申込方法 

かながわ労働センター県央支所 検索 

上限規制の要点と2024年問題 

  
8 月  ２日（水） 

15：00～17：00 

労働時間、時間外・休日労働の基本 

会 場 

 

1996 年慶應義塾大学法学部卒 

1999 年弁護士登録（東京弁護士会） 

2002 年中町誠法律事務所入所 

労働事件（使用者側）を専門とする 

 

【著書】 

「第３版職場のハラスメント適正 

な対応と実務」（労務行政） 

「『労働時間管理』の基本と 

実務対応（第３版）」（労務行政） 

「ハラスメント対応の法律相談」 

（編著）（青林書院）ほか 

講 師： 弁護士 中井 智子 氏 

（ 

中町 誠 法律事務所 

 

 

労働時間 上限規制の諸問題 
～時間外・休日労働の基本と上限規制の諸問題～ 
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受講申込書  

神奈川県かながわ労働センター県央支所 宛 

ふりがな 

氏名※ 

 

 連絡先 

電話番号※  

住所 

(市区町村名のみ) 

市    区 

     町 

     村 

受講者区分 

(該当の数字に○印) 

１ 人事・労務担当者 

２ 労働者 

３ その他 

受講希望日※ 

（希望の枠に〇を入れてください） 

両日 ７/25(火) ８/２(水) 

   

当セミナーを何でお知りになりましたか  

※必須事項（必ずご記入ください） 

■申込は先着順です。定員を超え、参加いただけない場合のみご連絡します。 

連絡がない場合はご参加いただけますので、当日直接会場にお越しください。 

■個人情報は本セミナ－に関してのみ利用し、目的外には利用しません。 

■新型コロナウイルス感染症の状況や災害等やむを得ない事情によって、開催を中止する場合があります。 

 

 

会場案内 

海老名市役所 ４階 
 

かながわ労働センター県央支所 ＦＡＸ 046-222-5375 

「労働時間 上限規制の諸問題」令和５年度労働講座（特定課題） 

 

●海老名駅（東口）から徒歩１０分程度 

●自家用車でご来場の際は、 

市庁舎駐車場をご利用ください。 

神奈川県海老名市勝瀬 175-1 

★新型コロナ感染症対策★ 
皆様に安心して受講いただけるよう、受講の際には 

次の事項についてご了解の上ご参加ください。 

 

□次の症状がある場合は、受講をご遠慮願います。 

・発熱がある場合 

・咳、咽頭痛などの風邪症状がある。 

・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。 

□手洗い、手指消毒、咳エチケットにご協力ください。 

 


